
お知らせ

平成24年12月１日号17

●
日
　
時　

平
成
25
年
２
月
11
日（
月･

祝
）

●
場
　
所　

会
津
高
原
高
畑
ス
キ
ー
場

●
種
　
目

　

Ｇ
Ｓ
Ｌ（
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
ス
ラ
ロ
ー
ム
）

 

・
一
般
男
子
１
部（
29
歳
以
下
）

 

・
一
般
男
子
２
部（
30
歳
〜
35
歳
）

 

・
一
般
男
子
３
部（
36
歳
〜
39
歳
）

 

・
一
般
男
子
４
部（
40
歳
〜
49
歳
）

 

・
一
般
男
子
５
部（
50
歳
〜
55
歳
）

 

・
一
般
男
子
６
部（
56
歳
以
上
）

 

・
一
般
女
子
の
部（
制
限
な
し
）

 

・
小
学
生
男
子（
低
学
年
）の
部

　
（
〜
４
年
生
）

 

・
小
学
生
男
子（
高
学
年
）の
部

　
（
５
･
６
年
生
）

 

・
小
学
生
女
子（
低
学
年
）の
部

　
（
〜
４
年
生
）

 

・
小
学
生
女
子（
高
学
年
）の
部

　
（
５
･
６
年
生
）

 

・
中
学
生
男
子
の
部

 

・
中
学
生
女
子
の
部

※
年
齢
は
大
会
当
日
の
満
年
齢
。

※
エ
ン
ト
リ
ー
会
議
後
に
、
参
加
者
の
年

　

齢
構
成
に
よ
り
、
若
干
の
ク
ラ
ス
編
成

　

の
見
直
し
を
行
う
予
定
。

●
参
加
資
格　

市
内
在
住
・
勤
務
の
方
ま

　

た
は
大
田
原
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
員

●
参
加
料　

一
般　

１
０
０
０
円

　

小
・
中
学
生　
　
　

８
０
０
円

●
交
通
手
段　

現
地
集
合
。
た
だ
し
小
中

　

学
生
に
つ
い
て
は
バ
ス
に
よ
る
送
迎
可
。

　

詳
細
は
市
体
育
協
会
ス
キ
ー
部
ま
で
問

　

い
合
わ
せ
。

●
申
込
方
法　

平
成
25
年
１
月
19
日（
土
）

　

午
後
５
時
ま
で
に
参
加
料
を
添
え
て
次

　

の
と
こ
ろ
ま
で
申
し
込
み
。

 

・
太
陽
ス
ポ
ー
ツ　
　
（
２
２
）５
４
９
５

 

・
奈
良
ス
ポ
ー
ツ　
　
（
２
２
）２
６
７
０

■
問
い
合
わ
せ

　

体
育
協
会
ス
キ
ー
部

　
　
　
（
２
２
）５
４
９
５

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
市
民
ス
ポ
ー
ツ
係

　
　
　
（
２
２
）８
０
１
７

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
６
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
大
田
原
市
大
規
模
小
売
店
舗

立
地
法
事
務
処
理
要
綱
第
７
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

●
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　

ワ
ン
ダ
ー
グ
ー
大
田
原
店

　

大
田
原
市
若
松
町
１
６
５
０
番
10
外

●
変
更
の
概
要

　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
お
よ

　

び
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

　

の
変
更

●
縦
覧
期
限　

平
成
25
年
3
月
1
日（
金
）

●
縦
覧
場
所　

商
工
観
光
課

　
（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

■
問
い
合
わ
せ　
　

２
階

　

商
工
観
光
課
商
業
振
興
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
９

●
コ
ー
ス
・
期
日
・
募
集
締
切
日

　

左
表
の
と
お
り

●
訓
練
実
施
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

●
場
　
所　

栃
木
県
立
県
北
産
業
技
術
専

　

門
校（
那
須
町
高
久
甲
５
２
２
６
‐
２
４
）

●
対
　
象　

企
業
・
団
体
に
勤
務
し
て
い
る
方

●
定
　
員　

各
コ
ー
ス
10
名

●
受
講
料　

３
４
３
０
円

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
立
県
北
産
業
技
術
専
門
校

　

職
業
能
力
開
発
担
当

　
　
　

０
２
８
７（
６
４
）４
０
０
０

●
申
請
期
限　

平
成
25
年
２
月
15
日（
金
）

■
問
い
合
わ
せ　
　

３
階

　

農
政
課
農
産
園
芸
係

　
　
　
（
２
３
）８
２
９
２

畜
産
関
係
の
市
補
助
金
の
案
内

市
体
協
ス
キ
ー
部
主
催

市
民
ス
キ
ー
大
会
開
催

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く

変
更
届
出
書
を
縦
覧
し
ま
す

栃
木
県
立
県
北
産
業
技
術
専
門
校

向
上
訓
練
受
講
者
募
集

コース 日　程コース 日　程 募集締切募集締切

プレゼンテーションソフトの活用
（Power Point 編）

高齢者・障害者への
接遇セミナー

ホームページ作成ソフトの活用
（ホームページビルダー編）

１月22日
　～24日

２月18日
　～19日

２月20日
　～21日

１月15日

２月８日

２月13日

補助金名 補助内容 相談窓口対象補助金名 補助内容 相談窓口
畜産環境保全
対策事業費補
助金
繁殖和牛優良
雌牛導入事業
費補助金

繁殖和牛受精
卵移植奨励事
業費補助金

乳用基礎雌牛
導入事業費補
助金

酪農家

和牛
農家

畜産
農家

和牛
農家

 ・ 環境対策のために給与する
　微生物資材費用の一部助成
 ・ 事業費の２分の１、上限10万円
 ・ 繁殖和牛雌牛購入費の一部助成
 ・ １頭当たり40万円を超えた額の３分の２に
　相当する額。ただし、限度額15万円
 ・ 受精卵移植により出産した場合の経費の一部補助
①市内酪農家と協調して受精卵を移植し、出産
　した場合は１頭につき４万円
②市外酪農家または自己所有繁殖和牛に受精卵を
　移植し、出産した場合は１頭につき１万5000円
 ・ 乳用基礎雌牛購入費用の一部助成
 ・ １頭当たり45万円を超えた額の３分の２に
　相当する額。ただし、限度額15万円

 ・市農政課

 ・JA なすの
　各営農経済
　センター
 ・市農政課

 ・各所属
　酪農協
 ・市農政課

対象


